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巻頭言� 消費者とどのように向き合っていくか �
－原発事故による風評被害を受けて－�

横田　修一  （よこた しゅういち）�
有限会社　横田農場　代表取締役�
全国稲作経営者会議　青年部会長�
�

　横田農場は、茨城県南部の龍ケ崎市に位置する
稲作を基幹とする農業生産法人です。湿田地帯と
いうこともあり、生産調整は加工用米や飼料米で
対応しています。高齢者が多く、また担い手も少
ない地域であることから、横田農場ではこの10年
で経営面積が 20haから 80haへと急速に拡大して
います。作付け品種を増やし、田植え・稲刈りな
どの作業を 2か月近くかけて行うことで、最小限
の機械設備と人員で対応してきました。�
　規模拡大と同時に、色彩選別機を備えた精米機
を導入し、消費者への直売や地元スーパー、レス
トランなどへの販売を行うことで、生産原価に見合っ
た価格の堅持と、商品としての米を生産するため
の業務改善を行ってきました。また、直売を進め
ていく中で、消費者と接点を持つことや、子供た
ちへの食育・環境教育の必要性を感じ、平成15年
から子供たちや地域住民を対象とした農業体験、
環境教育活動を行うようになりました。�
　生産面では、消費者からのニーズの高い安心安
全な生産のための有機栽培や特別栽培、省力・省
コスト化のための不耕起乾田直播や鉄コーティン
グ湛水直播、ヘアリーベッチなどのカバークロッ
プを使った緑肥栽培なども行っています。�
　そのような中、東日本大震災が起きました、弊
社は幸いにも機械・施設、水田とも直接的な被害
を受けることはありませんでしたが、放射能によ
る風評被害の影響は想像を超えるものです。３月
19日の茨城県産ホウレンソウから放射性ヨウ素が
検出されたという会見の直後から、お客様からの
問い合わせや、注文のキャンセル・返品が相次ぎ
ました。平成22年産米であっても放射能検査を行
い、その結果を表示しましたが、ネット経由の注
文数は平年の５割ほどで推移しました。23年産米

については、土壌、生育中の稲、収穫後の玄米と
検査を行い、お客様にお知らせしましたが、新米
の販売開始以降、注文数は平年の２～３割に落ち
込んでいます。お客様からは「風評被害に負けず
に頑張ってください。これからも安心して買い続
けます」といった応援をいただくこともあり、と
ても励みになっています。今後、こういうお客様
こそ大切にしなければと認識させられました。�
　今回の放射能の問題では、政府の情報発信の不
十分さに加え、マスコミ・ネットにおける不安を
煽るような情報を鵜呑みにする消費者が多く、厳
しい基準で安全を担保している食品であっても安
心を担保することができないなど、「安全」と「安
心」が大きく乖離していると感じます。�
　このような中、今後、どのように消費者と向き合っ
ていけばいいのでしょうか。第１は、正確で詳細
な情報の開示です。今までも栽培履歴を表示して
きましたが、今後は、放射能も加え、より一層、
情報開示を進めていく必要があります。第２は、
消費者との双方向での繋がりを強めていくことです。
Webサイトで一方的な情報発信をするだけでなく、
Twitter や Facebookといったツールを活用し、相
互に信頼できる関係を築きます。特に、近隣の消
費者に対しては、イベントなど田んぼに来て頂く
機会を通じて、弊社の米作りを身近に感じてもら
うことが重要だと考えています。�
　これからの農業は、TPPなどこれまでにない広
い視野に立って考えなければならない問題が多く
存在しています。そのような中、まずは目の前の
お客様と強い結びつきを作ることが重要であり、
消費者から強く支持される基盤を作ることができ
れば、その次の段階には、海外などの市場も見え
てくるのではないかと思います。�
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青果物産地における直接取引の推進方策�

成果紹介�

　近年、青果物産地には企業との直接取引を推進することが求められています。この方策として、第一に直
接取引推進の方針を立てることが、第二に同方針にそって組織を再編することが、第三に取引先ニーズに適
合する商品供給などの側面から取引関係を個別に管理することが挙げられます。�

九州沖縄農業研究センター・作物開発・利用研究領域・主任研究員�
島根県生まれ 島根大学農学部卒�

専門分野は農業経営学�

森江 昌史（もりえ まさし）�

なぜ直接取引が求められるのか�

　これまで農協など青果物産地の販売組織（以下「産
地」という）の多くは、小売企業などとの商談が
必要なく、迅速かつ確実に代金決済される卸売市
場での委託販売を主にしてきました。しかし近年、
小売企業と外食企業の一部は、生産者等からニー
ズにあった青果物を直接購入する動きを強めてい
ます。他方、価格が乱高下しやすい卸売市場出荷
に飽き足らない生産者が増えつつあります。この
ような生産者に応え、また小売企業や加工食品企
業や外食企業など買手のニーズにより応えるため
にも、産地には直接取引への取組みが求められて
いるのです。�
　そこで企業との直接取引を積極的に進めている
Ａ農協（関東）とＢ農協（九州）の取組みを紹介
した上で、そこから指摘できる直接取引の推進方
策とリスク対策を提示します。�
�
事例の特徴：営業重視と内情に即した共販組織�

　畑作地帯を管内とするＡ農協は、農産物販売額
80億円のうち、企業との直接取引が28億円（34.6%）
を占めています（2010 年度）。園芸の盛んなＢ農
協は、青果物販売額 151億円のうち企業との直接
取引が42億円（27.4％）を占めています（2009年
度）。このように両農協とも直接取引の割合が高く、
また卸売市場経由の契約的取引を含めれば、企業
との取引割合がさらに高まります。�

　両農協には、二つの特徴があります。一つは、
営業重視の姿勢です。この背景として、様々なニー
ズを把握し、生産された青果物、それも色々な規
格を適合的に販売する事業意図があります。この
ため、事前に買手を特定できない卸売市場での委
託販売よりも、商談の余地がある企業との取引が
推進されています。したがって、取引先を開拓す
るとともに、これとの関係を管理（維持強化）す
る営業が重要視されるのです。Ｂ農協の場合、広
域合併した1996年から、消費地営業の拠点として
東京事務所を開設しています。現在、常駐する正職
員2名により、本所の販売業務が補完されています。�
　もう一つの特徴は、産地の内情に即した共販組
織つくりです。Ａ農協の場合、もともと共販率が
低いこともあり、小売企業との直接取引および加工・
業務用の新規取引では、生産部会と別に生産者を
組織しています。この生産者組織は、契約履行の
観点から、生産部会への加入・未加入の別も農協
管内外の別も問わず、生産者の責任感や能力など
を踏まえ、Ａ農協によって柔軟かつ選別的につく
られたものです。�
　対照的にＢ農協の場合、共販率が高いこともあり、
生産部会体制の下で直接取引が行われています。
たとえば、小売企業・生協との直接取引用の青果
物は、生産部会からの抜取り（買取方式と二次精
算方式の併用）が大部分です。共選イチゴのように、
生産部会を部分的に再組織し、生産者から農協が



図 直接取引の推進方策�

3

直接買い取るものは一部に過ぎません。�
�
直接取引の三つの推進方策�

　上述した事例の取組みから、直接取引の推進方
策として三つ指摘できます（図）。第一に、直接取
引の推進方針を明確にすることです。Ａ農協の場合、
2001 年に「販路確定販売」（契約的取引推進）の
方針を立てました。広域合併によって発足したＢ
農協の場合、合併の基本構想に直接取引推進の方
針が盛り込まれていました。�
　第二に、この推進方針にそって組織を再編する
ことです。たとえば農協共販組織の場合、取引先
の開拓などを担う営業部門の設置および担当者に
売価決定権を付与することです。また、共販率の
低い産地では、必要に応じて上述したＡ農協のよ
うな生産者組織の再編も求められます。�
　第三に顧客満足を踏まえ、取引先との関係を個
別に管理することです。この管理には、大きく二
つの側面があります。一つは、取引先のニーズに
適合する商品供給で、これを実行するため、さら
に１）商品そのもの、２）商取引、３）物流の側
面から取引関係を管理する必要があります。�
１）商品の側面、たとえば取引先と合意に達した
仕様（加工・業務用の適性品種など）にそって
生産されたものです。また、取引先の事業規模
によっては生産量も重要になります。なお、関
連して生産管理面への取引先ニーズの伝達、商
品の傷みなど品質クレーム処理（アフターケア）
も不可欠です。�

２）商取引の側面、たとえば契約履行にかかわる
不作時への対応（加工・業務用での 2割増しな

ど余裕作付け、不足分の外部調達による欠品回
避ないし、これをしない事前合意など）です。
とくに小売企業との取引では、一時的に不利な
売価で取引して後日その損失分を返してもらう等、
弾力的な売価決定が重要です。これを行うため
にも、既述した担当者への売価決定権付与が求
められます。�

３）物流の側面、たとえば適切なリードタイム（受
注確定～納品）の実行、要求された通いコンテ
ナの使用などです。�

　個別的な取引関係管理のうち、もう一つは既述
した商品供給以外の側面、たとえば取引先の社会
的責任（CSR）活動への協力、特徴ある売場つく
りの一手法であるインショップ 1)を引き受ける等、
取引先のサポートが挙げられます。�
�
直接取引のリスクとその対策�

　ただし、直接取引への取組みが求められる一方、
これには留意点があります。主な留意点としては、
まず代金未回収のリスクが挙げられ、企業信用調
査や与信管理や積立金などの信用リスク対策を講
じる必要があります。次に、取引先の仕入れ・調
達行動の影響を直接受けることが挙げられます。
このため、1社当たりの取引依存度を 1割以下に
とどめる等、取引関係解消のダメージを小さくし
たり取引先の無理な要求を拒絶しやすくしたりし
ておく必要もあります。�
�
1)インショップ（shop-in-shop）とは、専門店ないし独
立店舗のような形式で設けられた小売店舗内の売場の
ことです。場所（不動産）を貸すテナントと区別され
ます。�
�
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資金繰りを考慮した畑作経営の規模拡大計画�
�
―農地購入による規模拡大か？　借地による規模拡大か？―�

　北海道畑作経営を対象とし、3つの異なる規模拡大方法の計画を策定しました。1つは農地購入、2つは農
地購入と借地、3つは借地による規模拡大です。貯借率100％の制約下で自己資金1,500万円の場合、農地購
入と借地を合わせて規模拡大する方法において農業所得が最大となります。�

北海道農業研究センター・畑作研究領域・任期付研究員�
福島県生まれ 東北大学大学院博士後期課程修了　博士（農学）�

専門分野は農業経済学�

�

関根久子（せきね ひさこ）�

成果紹介�

農地購入には長期的な営農計画が必要�

　畑作物の価格低迷および戸別所得補償制度の導

入等、畑作経営を取り巻く環境が変化する中で、

十勝畑作経営においては規模拡大が進んでいます。

規模拡大には、農地購入によるもの、農地購入と

借地によるもの、および借地によるものがありま

すが、特に資金の借入を伴う農地購入に際しては

長期的な資金の流れに考慮した営農計画が必要と

なります。�

　そこで、十勝中央周辺部の畑作経営を対象として、

資金繰りを考慮した逐次線形計画モデルを作成し、

規模拡大計画を策定しました。�

�

営農計画モデル作成の背景と特徴�

　十勝地域では、1960年代以降、離農が進み、残

る担い手がその跡地を引き継ぐことで経営規模が

拡大してきました。離農する者は、離村していく

のが一般的であり、そのため、離農に当たっては

負債をすべて償還することが求められてきました。

近年は、負債整理による離農者の比率は減少して

いるものの、引き続き、不作などの不測の事態に

備える必要があり、期末借入残高を期末貯蓄残高

で除した貯借率が 100％以下となる状況を財務的

に安定であるとみなしました。�

　規模拡大を図る場合、それを農地購入で行えば、

借地拡大のような支払い地代が発生せず、経費の

増加は借入金の支払利息のみになるため、農業所

得の確保という点では農地購入によって規模拡大

を図ることが最も有利となります。しかし、上記

の条件（期末借入残高が期末貯蓄残高を超えない）

があるとすれば、その範囲内での農地購入にとど

めざるを得ません。このような状況の下で最も合

理的な規模拡大を進めるとすれば、複数年に渡る

資金繰りを考慮した営農計画を策定することが有

効な手段となります。�

　今回用いた長期営農計画モデルは、逐次線形計

画法という手法を使っています。この手法を使う

ことで、農地購入投資やそれに要する資金の借入、

返済を当年度から次年度に引き継ぐモデルが作成

できます。�

　モデルのイメージを図 1に示しました。各年度

の期首に自己資金と借入資金を合わせ、農地購入

や借地を行い、営農活動をします。期末には、営

農活動により農産物販売収入が得られます。ここ

に受取利息を加え、物財費、借地料、雇用労賃等

を控除したものが農業所得となり、これをモデル

の目的関数とします。次年度に引き継がれる資金は、

農業所得から借入返済と家計費を控除したものです。

計画期間については10年としました。�

�



図１　長期営農計画モデルにおける資金の流れ� 図2　規模拡大方法と経営面積・農業所得の推移�
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策定した計画�

　このモデルを用いて36ha規模から、現状の技術

水準における限界規模まで拡大した場合の営農計

画を策定しました。策定は、農地購入のみで規模

拡大を行う場合（ケース1）、農地購入と借地を併

用する場合（ケース2）、借地のみの場合（ケース3）

です。なお、1年目の自己資金保有額は、統計値

を参考に1,500万円としています。�

　計画の策定に用いた前提条件や具体的な数字お

よび結果について図2に示しました。�

　ケース 1では、資金の制約があることから、現

状の技術水準の限界規模である49.9haまで拡大す

るには10年かかります。農地購入と借地を併用す

るケース 2では、3年目に規模拡大が完了し、そ

の後借地の購入が徐々に行われ、8年目にすべて

の農地が自作地となります。�

　農業所得については、ケース2が最も高く、ケー

ス 1は規模拡大に伴い 9年目以降は 2とほぼ同額

となります。ケース 3については規模拡大が早い

時期に完了するため、当初は高い値となりますが、

借地料の負担が続くために、後半にはほかのケー

スよりも低い値となります。�

　以上から、今回の試算の前提では、農地購入と

借地を合わせて行うケース 2でもっとも有利な結

果となりました。なお、農業経営の立地や経営資

源によって貯借率の設定水準や自己資金保有額等

が変化しますが、その場合には経営耕地規模の拡

大を農地購入でするか借地でするかの選択内容が

変化する可能性があります。�

�

今後の展開�

　ここで示した逐次計画モデルは、分析において

前年度の成果を次年度以降に逐次的に引き継ぐこ

とができるという利点があります。そのため、規

模拡大計画の策定以外にも、新技術・作物の採用

計画および堆肥の利用計画の策定などに応用可能

と考えられます。新技術の習得に年数を要して期

待した成果が得られるのが数年先であったり、堆

肥利用の効果も施用した年に現れたりするとは限

らないからです。こうした複数年の取り組みのモ

デル化が、今後の展開として考えられます。�

�
＊成果の詳細は、北海道農業研究センターのホームページ
（http://cryo.naro.affrc.go.jp/seika/h22/index.html）で参照す
ることができます。�
＊ここで用いたモデルは、線形計画プログラムXLPとその上
で動く逐次線形計画プログラムSP4XLPを用いて計算していま
す。XLP は http://39you.net/xlp/xlp.html、SP4XLP は
http://39you.net/xlp/sp4xlp.html からダウンロードすることが
できます。�
�
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サトウキビ秋収穫導入のシミュレーション�

成果紹介�

　サトウキビにおける新技術導入では、農業生産だけでなく、製糖工場も含めた影響評価が必要になります。
そこでシステムダイナミックスを活用したシミュレーションモデルを開発し、秋収穫という新たな作型導入
の効果を評価しています。�

九州沖縄農業研究センター・作物開発・利用研究領域・主任研究員�
大阪府生まれ 大阪府立大学大学院修士課程修了 博士（農学）�

専門分野は農業経営学�

著書に「さとうきび農業の経営分析」、農林統計出版、2008年�

樽本 祐助（たるもと ゆうすけ）�

はじめに�

　サトウキビは夏から初冬、または春に植付け、

一年半から1年をかけて成長し、1月から3月にか

けて収穫されています。その作型には、苗を新た

に植付けるだけでなく、収穫後のひこばえを育て

る “株出し”という作型もあります。サトウキビ

農家にとっては、植付け費用を抑えることができ

る株出しを増やすことで収益性が高まります。し

かし、収穫期の低温による萌芽不良や土壌害虫な

どによって、株出しが難しい地域もあります。こ

うした状況のもとで、株出しを増やすことが所得

の向上とともに、農地を有効利用するうえで求め

られています。�

　サトウキビから効率的に砂糖を得るためには、

収穫後にできる限り早く圧搾し、結晶化させる必

要があります。そのため各島に製糖工場が存在し

ます。製糖工場は、砂糖生産を効率化するために、

収穫量を確保するとともに、糖度の高いサトウキ

ビを必要としています。�

　農研機構では、秋収穫という新たな作型に関す

る技術開発を行っています。これは早期高糖品種

を夏植えし、通常の製糖期よりも早く収穫する技

術です。気温の高い時期に収穫することによって

萌芽を促進し、多回株出しを行うだけでなく、初

期成育の確保によって干ばつや台風の被害を回避

したり、作業を分散したりすることで適期の肥培

管理を行い、収量の安定化と多収を実現させるこ

とを狙っています。しかし、秋収穫時のサトウキ

ビの糖度は、通常期のものよりも低いのが普通です。

したがって、製糖工場がこうした作型を受け入れ、

操業を早期化できるかどうかを判断するには単年

の視点では難しく、株出し効果も含む複数年の視

点が必要となります。�

　こうしたことから、秋収穫導入効果をサトウキ

ビ生産だけでなく、製糖工場への影響も含めて検

討できるシミュレーションモデルを作成しました。�

�

モデルの内容�

　モデルの開発にはシステムダイナミックス（SD）

を用いています。SDは時間の経過とともに変化す

るシステムをモデル化し、シミュレーションする

ものです。こうした特徴は、サトウキビ生産の作

型変化だけでなく、製糖工場におけるサトウキビ

搬入やそのときの糖度変化などを考慮するには有

効なツールとなります。�

　モデルのフローチャートは図1のようになります。

“作型”では新たな作型の導入プロセスを見るとと

もに、株出し性が高まることによる影響を考慮し

ます。“収穫割当”では、製糖工場におけるサトウ

キビ搬入計画を作成します。その際、収穫割当の

優先順位を考慮するとともに、収穫時期別の糖度

変化をモデル化します。“評価”では、糖度にもと



図1　 シミュレーションのフローチャート�

図2　秋収穫導入のシミュレーション結果�
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づき砂糖生産量や製糖コストといった評価指標を

年度ごとに作成します。�

　SDでは時間の設定が重要になります。本モデル

では 1週を単位として、数年間を実行期間として

います。つまり、週を単位とした糖度変化と、年

度ごとの作型変化の両方を考慮しています。�

�

モデルの適用�

　製糖工場からの協力を得ながら、モデルの具体

的な適用を進めています。過去の生産実績を対象

にしたシミュレーション分析を行ったところ、そ

の再現性が確認されました。�

　そこで秋収穫導入のシミュレーションを紹介し

ます。設定したモデルの作型は、春植えが 300ha

で 5回株出し、夏植えが 300ha で株出しなしとい

う初期条件を設定しました。また、単収は春植え

とその株出しを6t/10a、夏植えと秋収穫を9t/10a

としています。こうした条件のもとで、製糖開始を、

12月 3週から11月 1週に早めるとともに、秋収穫

を夏植えに代替させて導入し、その上限を 200ha

としてシミュレーションを行いました。�

　シミュレーション結果を整理した図 2から、秋

収穫を導入する最初の 2年間は砂糖生産量が現行

よりも減少するため、その導入効果はマイナスに

なることがわかります。これは秋収穫の導入効果

が発揮されるには、株出し面積の増加にともなう

収穫量の増加が重要になるためです。したがって

秋収穫の株出しが収穫される 3年目以降に、砂糖

生産量が増加し、製糖コストの低下も生じています。�

　現実的には、秋収穫の普及状況に応じて、製糖

開始を前進させる必要があります。シミュレーショ

ンモデルでは、こうした検討も可能です。�

　このような分析が可能となる基本モデルを作成

しました。このシミュレーションモデルを活用す

ることで、秋収穫をはじめとした新技術導入が中・

長期的にサトウキビ生産と製糖工場に及ぼす影響

を検討することができます。�

　今後は、秋収穫栽培に関する技術的データを詳

しくモデルに組み込みたいと考えています。また、

製糖工場では、操業が 4月以降も続くこともあり

ます。その場合、新植や株出し管理の遅れが生じ

るため、翌年の収穫量が減少します。したがって、

収穫遅れが翌年の株出し収量をどの程度減少させ

るのかというデータを組み込むことで秋収穫のメリッ

トがさらに明確になると考えています。�

　このように秋収穫導入がもたらす複雑な影響を

シミュレーションモデルによって明確にし、その

導入を支援していきたいと考えています。�

�
＊本稿の詳細は、樽本祐助「さとうきび生産と製糖工
場のシミュレーションモデル」九州沖縄農業研究センター
資料、p.1-107を参照。�
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優位に立つ日本の農産物機能性研究�

　我が国の高度なバイオテクノロジー技術に依拠

する先端バイオ産業の展開は、健康機能性の高い

新品種の開発、地域特産農産物の健康機能性の解

明並びに活用技術の開発、産学官連携による新商

品開発など活発な動きを見せています。特に荒井

ら（1987）が世界に先駆けて提唱した食品の栄養・

味覚に次ぐ第3機能を定義した「健康機能性食品」

の提唱は、世界的な健康食品・機能性食品研究ブー

ムと市場活性化を実現し、多くの食品科学研究者、

栄養科学研究者、栄養士、医師、薬剤師などが研

究に参加し、「食を中心とした健康増進」の実現を

目指す契機となりました。これら動きに呼応する

ように多くの大手食品企業やグローバル企業が健

康機能性食品の開発に参入し、消費者の食を通し

ての QOL 向上に貢献しています。

これらポテンシャルの高い活動は、

世界に誇れる健康長寿を実現してい

る日本ならではであり、健康機能性

食品市場の成長を大きくけん引して

います。しかしながら、これまでの

健康栄養関連ビジネスの展開は、高

い研究開発能力と資金力を有する大

手企業が特許や開発技術を独占的に

行使することが多く、新市場の広が

りに欠ける事態を多数発生させまし

た。今後は、広く人類のQOL 向上

を目指しつつ、市場が形成されるような連携関係

を構築する必要が生じています。特に地域農業の

発展のために国公立試験研究機関・大学の共創的

かつ効果的な連携が必要不可欠となっています。

そこで、農産物の機能性研究の展開と社会科学研

究者に期待されている役割についてご紹介します。�

�

機能性農産物に対する消費者の期待�

　機能性農産物に対して消費者はどのような期待

を持っているのでしょうか？筆者が2010年に首都

圏の30～ 60代の消費者1,000人に実施した消費者

調査結果によると、機能成分の高い農作物の摂取

について「青果でも加工品でも摂取したい(50％）」、

「青果で摂取したい (37％）」、「加工品で摂取した

い（8％）」となっており、全体の 94.6％の消費者

�
研究の広場�

�

九州沖縄農業研究センター・作物開発・利用研究領域・主任研究員�
大分県生まれ東京農業大学大学院修了博士（農業経済学）�

専門分野は農業経営学、食品企業経営学、マーケティング�

著書に「日本の新しい農業経営の展望」（共著）農林統計出版、2009年など�

後藤一寿（ごとう かずひさ）�

�世界に挑戦する機能性農産物に関する研究の展開�

図１ 機能性農作物・加工食品の摂取意向と理由�
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が何らかの形での摂取意向を持っており、非常に

注目されていることが明らかとなりました。機能

性農産物を摂取したいと思う理由は、「栄養価が高

いから（75%）」「健康機能成分が高いから（56%）」「健

康に良さそうだから（44%）」が高い比率で示され

ました。これらの結果は、機能成分高含有農産物

の栄養価並びに健康効果に対する消費者の大きな

期待の現れであると考えられます。一方、「安全性

に不安を感じるから（65%）」「自然な農産物では

なさそうだから（61%）」「遺伝子組み換え農産物

かもしれないから（39%）」「値段が高そうだから

(35%)」「本当に栄養素が高いのか疑わしいから（28

％）」「本当に健康機能成分が高いのか疑わしいか

ら（28％）」といったように、機能性農産物を不安

視・疑問視する意見も寄せられました。�

�

機能性食品研究の潮流�

　農研機構では、これまで多くのプロジェクト研

究の中から機能性農産物の新品種開発並びに機能

成分分析やメカニズム解明を進めています。たと

えば、アントシアニンを多く含む紫サツマイモの

新品種開発と、利用・加工技術開発、ヒト介入試

験による肝機能改善効果の検証と企業との共同研

究による製品化などプレ・ポスト一貫体制での研

究開発は良い事例として注目されています。この

ような機能性研究のスタイルは、メチル化カテキ

ンを高く含有する「べにふうき」やGABAを多く

含む巨大胚芽米「はいいぶき」、ルチンを多く含有

する韃靼そば、美肌効果のあるヨクイニンを高く

含有するハト麦等、農機機構など農業試験研究機

関の長年の蓄積と豊富な遺伝資源の活用による新

品種の開発と、食品系研究者の挑戦による機能性

解明研究が国内外から注目されています。また、

高度な分析技術で日本が世界的なリーダーシップ

をとるために、抗酸化力（活性酸素を除去する能力）

の標準分析法の開発、機能性農産物の成分含有量デー

タベースの開発と公開など、世界に対し熾烈な研

究開発競争が繰り広げられています。また、消費

者調査の結果からも示唆されるように、機能性農

産物の効果や効能に対する科学的エビデンスの解明、

成分含有量の保証など信頼性の高いデータの提供

が求められています。�

�

今後の展開と社系研究に求められる役割�

　これらの状況を受けて、農林水産省では医農連

携という視点から、農学と医学の融合による研究

開発の支援に乗り出しました。これまで農学部や

農業試験研究機関で実施が難しかった医学・疫学

の分野での科学的エビデンスの解明が期待されて

います。2010年に公表した農林水産基本研究計画

の中でも、予防医学の推進と医農連携による健康

社会の実現に向けて研究を強化することが明言さ

れました。機能性農産物の研究では「農林水産物・

食品の機能性解明と情報の整備・活用」の中で、5

年後に「生活習慣病のリスク低減を図るため、大

麦グルカン、サツマイモアントシアニン、みかん

カロテノイド、茶カテキン等、米、畑作物、野菜、

果樹、工芸作物等について、高血圧、脂質代謝異

常症等を予防する機能性成分の同定と作用機序の

解明及び農林水産物・食品機能データベースのプ

ロトタイプの構築」、10年後に、「新たな機能性成

分の同定と作用機序の解明と高血圧、脂質代謝異

常予防、アレルギー・炎症抑制等の目的別機能性

成分及びそれを含有する農林水産物・食品とその

利用に関するデータベースの開発、および抗酸化

指標としてのORAC等、同様の機能を有する成分・

食品の機能性の比較評価を行うための指標の開発」

を行うと明記しており、より一層研究の強化が求

められています。これらを受けて、マーケティン

グサイエンスの視点から、社会科学研究者に対し

ても多くの期待が寄せられています。例えば、食

品安全行政に対する消費者意識の解明、機能性農

産物の活用による農商工連携や地域振興効果の解明、

消費者に誤解を与えない食品表示方法の検証など

です。�

　自然科学の研究者と社会科学の研究者がタッグ

を組み、最先端の研究開発とその成果の社会実装

を同時に実現し、健康社会の構築を目指すことが

期待されています。�



技術情報�

プラウ耕・グレーンドリル乾田直播栽培技術�

　現在、米の生産費の中で、労働費と機械費が大
きな比率を占め、この削減が生産費低減の鍵です。
この具体的方策として、機械の汎用利用、作業の
高速化、および収量の確保などが考えられます。
しかし従来の直播体系は専用播種機を必要とし、
また10ａあたり30～ 60kg程度の減収が一般的で
した。これに対して東北水田輪作研究チームは、
水稲品種「萌えみのり」（東北農研開発）を使い、
機械の汎用化や作業の高速化、省力化を狙って、
大規模畑作経営で使う麦等の播種機（グレーンド
リル）や鎮圧機（カルチパッカ）などを用いた乾
田直播（以下、乾直）技術の開発を進めています。�
　本体系の現地実証試験に協力するM農場（岩手
県花巻市）は、2010 年現在、水稲移植 6.2ha、水
稲乾直 8.6ha、大豆 14.5ha、小麦 25.1ha、馬鈴薯
2.4haなど合計58haの経営面積です。試験開始以来、
乾直面積を年々増加させ、水稲面積の 6割を占め
るに至っています。主な労働力は夫婦と20代の子
供 2名の計 4名です。経営者は今後の水田集積も
考え、乾直による春作業の省力化に期待して、こ
の技術導入に取り組んできました。�
　従来、乾直は漏水や雑草対策、施肥体系の変化、
さらに長期的には地力の消耗などが技術的課題と
して指摘されます。現地実証試験では、実証経営
における課題発生に合わせて対応し、解決方策を
示してきました。例えば苗立ち確保に非常に重要
な播種床の造成には、前年冬にプラウを用いて天
地返しを行い、徹底した圃場の乾燥を図るとともに、
レーザーレベラーを用いた精度の高い均平作業が
必須となります。また畦畔からの漏水対策としては、
畦塗り作業が必要であり、同時に畦畔際だけ歩行
型トラクタで代かきする対策も有効とわかりました。
さらに雑草対策では除草剤 2回体系の実用性が見
え始めており、施肥体系に関しては直播専用施肥

の開発も行われました。�
　本体系の3年間（2008～ 2010年）の実証試験よ
り、以下の成果が得られています。まずロータリー
シーダ等による通常の乾直の播種作業に比べ、グレー
ンドリルやカルチパッカ等の機械使用により、時
速 10km前後での高速での春作業遂行が可能とな
ります。この結果、水稲全労働時間は、10ａあた
り約4.8～ 6.4時間となり、これは同じ経営におけ
る移植労働時間（10ａあたり11.2時間）の半分程
度です。春作業のスピードが要求される大区画圃
場や大規模経営に適した作業体系といえます。ま
た収量面では、M農場での移植の「ひとめぼれ」
が10ａあたり510kg程度であるのに対して、実証
試験で用いた「萌えみのり」は倒伏しにくく、直
播でも安定的に10ａあたり600kg台が期待できま
す。これら体系自体の省力化と品種による単収向
上の結果、本体系による2008～ 2010年の米 60kg
あたりの費用合計は約6,700～ 8,400円と試算され、
これは 2009年「東北平均」の費用の約 55～ 69％
となります。�
　さらに本体系は、①代かきをしないことから畑
作物も含めた水田作業体系の構築に資する可能性
がある、②プラウ耕が重要な役割を果たしており、
ロータリー耕とは異なる作業体系につながる可能
性がある、等の点からも注目されます。�
＊本技術の詳細は、東北農業研究センターが発行する
マニュアルを参照してください。�
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中央農業総合研究センター・農業経営研究領域・上席研究員�
1963年生まれ、博士（農学）�

専門分野は農業経営学、経営管理論�

迫田登稔 （さこだ たかとし）�

図1　グレーンドリル�
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集落営農における加工・業務用タマネギの導入に向けて�

現地便り�

宮城県農業・園芸総合研究所　情報経営部　上席主任研究員�

大森裕俊 （おおもり ひろとし）�

　宮城県では、「みやぎ食と農の県民条例基本計画」

の中で、意欲的農業者、兼業農家、高齢農業者等

の集落の農業者が地域の中で規模と能力に応じて

相互の営農を支えあうことによって持続的な農業

生産の展開を可能にする「地域営農システム」の

構築を推進するため、核となる効率的・安定的な

経営体（集落営農）の育成、集中的な技術営農支

援等が重要であるとしています。�

　そのために当研究所では、食品関連産業のニー

ズに対応し安定的収入が見込める加工・業務用野

菜について、栽培、流通、販売及び経営に関する

データを実際の生産・販売・契約事例も参考とし

ながら、収集・解析して、マーケットイン型農業

による安定的な集落営農経営体の育成および強化

を図ることを目的とした課題に取り組みました。�

　対象品目は、平成 19 年度に行われた「加工・

業務用野菜流通実態調査」において県内業者の仕

入れ量が最も多く、転作作目として導入の可能な

タマネギとし、その効果的な導入条件を把握する

ための試験研究を行いました。�

　タマネギ栽培は水稲作業との競合が少なく、集

落営農においては、労働力の活用につながると考

えられます。機械化一貫体系を想定した現地実証

ほ（30a：登米市米山）の調査と、関連の実証試

験成績をもとに試算した労働時間は慣行（宮城県

営農基本計画指標、第5版参照）の約半分（106.8

時間）となり、作業の競合も少なくなりました。

一方、実証ほで使用した資機材と作業時間をもと

に試算した経営収支では、農業所得は11,614円／

10a、1時間当たりの労働報酬は109円となりました。

経営面からは、販売までのしっかりした体制と、

専用機械や諸材料の使用年数（面積）を延ばすこ

とによる、収益（所得）向上策が必要と考えられ

ます。�

　実証ほと所内試験から得られたデータを参考に

栽培暦（収支算定表）を策定しました。これは、

市販の表計算ソフトを用いたもので、4つのシー

トからなり、すでにデータは入っていますが、使

用者が自由に変更してより実情に合わせた試算を

行えるようにしました。なお､  タマネギの専用機

械の年間利用面積は、共同利用等による6haを基

本としています。�

　慣行と試作した栽培暦の労働時間を用い、20ha

規模の集落営農における水稲及び麦・大豆とタマ

ネギの複合経営の試算を行った結果、労働労働時

間はほとんど競合しないことが確認されました

（図）。�

　これらの結果が、加工・業務用野菜導入の参考

になることを期待しています。�

 �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

図　タマネギ栽培導入時の労働時間計算�



　中央農業総合研究センター農業経営研究チー

ムでは、第2期の平成18年から22年にかけて、

中期計画に挙げられた地域農業動向予測手法や

農業経営意思決定支援システムの開発、さらに、

経営者能力・人材育成及び地域支援手法の策定

といった課題に取り組んできました。本書は、

その5年間の研究成果を取りまとめたものです。�

　執筆に当たって私たちが考えたことは、担い

手育成の重要性です。そして、そのための経営

支援の手順や手法を提案したいと考えました。

経営研究として、フィールドサーベイに基づき

営農現場に密着した研究を進めていく中で、地

域農業の担い手を育成・確保していくことの重

要性を強く認識していたからです。�

　担い手に関わる課題は、具体的には、若い人

の農業参入を促し、就農後の経営確立を図り、

優れた経営者としていかに育成していくかとい

う点に集約されると思います。特に、農業への

参入促進が急務となっているのが土地利用型農

業です。そして、この土地利用型農業を前提と

すれば、そこでは、土地利用調整などの地域的

支援や、生産力発展に向けた技術開発とその経

営的評価が不可欠となるでしょう。�

　さらに、私たちは、そのような取り組みを進

めていく上では、経営管理論的な接近が有効で

あると考えました。これは、単に後継者の数を

確保するのではなく、農業者の経営能力を高め

ることが重要と考えるからであり、そのため、

そこでの手法、すなわち実践的な管理手法を構

築していくことを重視しました。�

　本書では、このような考えから、まず、地域

農業の担い手の動向を整理し (第 1章 )、その

上で、農業への若い担い手の参入や能力養成方

策 (第 2章 )を検討しました。また、上述した

管理手法として、私たちが開発してきた農業経

営計画・診断・分析手法を紹介するとともに(第

3章 )、販売管理の支援手法 (第 4章 )にも論及

しました。一方、土地利用型農業ゆえの課題と

いえる地域的支援手法や (第 5章 )、新技術導

入による経営展開の支援方策 (第 6章 )の考察

も行っています。�

　本年10月 25日に決定された『我が国の食と

農林漁業の再生のための基本方針・行動計画』

では、基本的考え方で「経営継承を円滑に行い、

農林漁業の6次産業化等を担う人材を確保する」

ことが提起され、青年の就農意欲の喚起と就農

後の定着を図るための就農者の経営安定支援等

の強化が謳われています。私たちの研究テーマ

は、このような問題意識を先取りするものでも

あったとも言えますが、そのための具体的な対

応策を提案するにはまだ多くの研究を進めてい

く必要があります。試験場という組織的な取り

組みができるメリットを活かし、今後も担い手

育成に向けた研究を強化していきたいと考えて

います。�

[農林統計協会、2011年、296ページ ]

自著紹介�
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担い手育成に向けた経営管理と支援手法�

中央農業総合研究センター・農業経営研究領域・研究領域長�
滋賀県生まれ 三重大学農学部卒業�

専門分野は農業経営学、水田農業論、経営管理論�

著書に「転換期における水田農業の展開と経営対応」農林統計協会、2008年など�

梅本 雅 （うめもと まさき）�



　本号の巻頭言には、若い稲作経営者である横田

さんに執筆をお願いしましたが、放射能汚染によ

る風評被害が切実な問題となっていることが伝わ

ります。お書きになっている『厳しい基準で安全

を担保している食品であっても安心を担保するこ

とができないなど、「安全」と「安心」が大きく

乖離している』という問題をどうすれば解決でき

るのでしょうか。�

　先日、農業者の方を交えた交流会で内閣府食品

安全委員会事務局の中島次長に報告頂き、科学的

な根拠に基づき放射性物質の食品健康影響評価が

なされている状況をお聞きしました。しかし、そ

の後、東日本から遠く離れた地域で消費者調査を

行った時には、「これまで国産か否かしか気にし

なかったのが、震災以降は産地も注意するように

なった」という意見を聞きました。東北・関東を

中心に多くの農業者が風評被害で苦労されている

ことを知る者としては、消費者に理解してもらう

手立ての必要性を痛感しました。食品の安全性評

価の取り組みも一定程度なされつつある中で、情

報を迅速に、分かりやすく、正しく伝えた上で、

それらをもとに消費者の認知に強く働きかける仕

組みの構築が必要ではないかと考えます。�

　　　　　　　　　　　　　　　　　（梅本　雅）�

編集後記�
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